
低木剪定

※Hは60㎝以下とすること。
※Wは剪定後の枝の伸長を考慮し
縁石の内側より10㎝程度内側まで刈込むこと。

中木・高木剪定 ※高さは、剪定前に協議すること。

※ 破線より外側に枝葉が出ないように剪定すること。

低木・中木・高木剪定仕様
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